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   第 ８ 回   熊本県議会  総務常任委員会会議記録 

 

平成30年２月23日(金曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前11時11分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成29年度熊本県一般会計補

正予算(第７号) 

議案第３号 平成29年度熊本県収入証紙特

別会計補正予算(第１号) 

議案第10号 平成29年度熊本県市町村振興

資金貸付事業特別会計補正予算(第１号) 

議案第14号 平成29年度熊本県公債管理特

別会計補正予算(第１号) 

議案第19号 平成29年度熊本県一般会計補

正予算(第８号) 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 増 永 慎一郎 

        副委員長 西   聖 一 

        委  員 小 杉   直 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 池 田 和 貴 

        委  員 河 津 修 司 

        委  員 中 村 亮 彦 

        委  員 松 野 明 美 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 知事公室 

         公室長 坂 本   浩 

政策審議監 

兼くまモングループ課長 磯 田    淳 

       危機管理監 白 石 伸 一 

       政策調整監 府 高   隆 

    秘書グループ課長 横 尾 徹 也 

    広報グループ課長 倉 光 麻理子 

    危機管理防災課長  宮 本   正 

総務部 

         部 長  池 田 敬 之 

  理事兼県央広域本部長 

   兼市町村・税務局長 大 村 裕 司 

       政策審議監  本 田 充 郎 

      総務私学局長 古 森 美津代 

  首席審議員兼人事課長 平 井 宏 英 

  首席審議員兼財政課長 竹 内 信 義 

    県政情報文書課長 村 上   徹 

総務事務センター長  坂 本 弘 一 

      財産経営課長 満 原 裕 治 

      私学振興課長 塘 岡 弘 幸 

市町村課長  

 兼県央広域本部総務部長 間 宮 将 大 

      消防保安課長 門 﨑 博 幸 

        税務課長 井 芹 護 利 

企画振興部 

         部 長 山 川 清 徳 

       政策審議監 本 田   圭 

   地域・文化振興局長 斉 藤 浩 幸 

交通政策・情報局長 藤 井 一 恵 

 企画課長 沼 川 敦 彦 

地域振興課長 

兼県央広域本部振興部長 重 見 忠 宏 

       文化企画・ 

    世界遺産推進課長 手 島 伸 介 

川辺川ダム総合対策課長  吉 野 昇 治 

      交通政策課長 内 田 清 之 

      情報企画課長 島 田 政 次 

      統計調査課長 山 田 裕 二 

出納局 

  会計管理者兼出納局長 金 子 徳 政 

        会計課長  無 田 英 昭 

      管理調達課長 石 川   修 
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人事委員会事務局 

         局 長 田 中 信 行 

        総務課長 井 上 知 行 

       公務員課長 西 尾 浩 明 

 監査委員事務局 

         局 長 高 山 寿一郎 

   首席審議員兼監査監 小 原   信 

         監査監 手 嶋 章 人 

         監査監 田 原 英 介 

議会事務局 

         局 長 吉 田 勝 也 

     次長兼総務課長 中 島 昭 則 

        議事課長 中 村 誠 希 

      政務調査課長 上 村 祐 司 

   ――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 福 田 博 文 

     政務調査課主幹 池 田 清 隆 

     ――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○増永慎一郎委員長 おはようございます。 

 ただいまから、第８回総務常任委員会を開

会いたします。 

 まず、本日の委員会に４名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることにしま

した。 

 次に、本委員会に付託された議案等を議題

とし、これについて審査を行います。 

 まず、議案について説明を求めた後、一括

して質疑を受けたいと思います。 

 説明を行われる際は、効率よく進めるた

め、最初に一度立っていただいた後、説明は

着座のまま、簡潔にお願いいたします。 

 それでは、総務部長から総括説明をお願い

いたします。 

 

○池田総務部長 皆さん、おはようございま

す。 

 今回提案しております議案の概要について

御説明申し上げます。 

 一般会計補正予算につきましては、まず議

案第１号といたしまして、先月からの大雪に

伴います道路管理予算の追加、今後の事業執

行見込みの精査等によりまして、356億9,700

万円余の減額補正としております。 

 また、議案第19号といたしまして、今月１

日に成立いたしました国の補正予算に対応

し、グループ補助金の追加や南阿蘇鉄道の災

害復旧支援など、約326億8,800万円の予算を

追加しており、両議案合わせまして30億900

万円余の減額補正予算を計上しております。 

 この結果、補正後の予算規模は9,219億

2,500万円となりまして、このうち平成29年

度における熊本地震関連予算は、最終的に

1,925億円となるところです。 

 この後、予算関係議案の総括的な説明につ

きましては財政課長から、また、予算の詳細

な内容につきましては各課長からそれぞれ御

説明申し上げますので、よろしく御審議いた

だきますようお願い申し上げます。 

 

○増永慎一郎委員長 次に、財政課長から、

今回の補正予算の概要等について説明をお願

いします。 

 

○竹内財政課長 財政課でございます。 

 それでは、総務常任委員会説明資料の１ペ

ージをお願いいたします。 

 平成29年度２月補正予算の概要について御

説明いたします。 

 まず、議案第１号で、今後の執行見込みの

精査による補正、それから、議案第19号で

は、国の補正予算に対応した予算を計上して

おります。 

 これらを合わせますと、先ほど部長の総括

説明のとおり、30億900万円余の減額補正と

なります。補正後の予算規模は、9,219億

2,500万円となります。 

 補正の主な内容でございますが、中段

(1)、まず熊本地震への対応分といたしまし
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て、中小企業等のグループ補助金の追加、南

阿蘇鉄道災害復旧支援事業を計上する一方

で、中小企業金融総合支援事業など、今後の

執行見込みに応じて減額しているところでご

ざいます。 

 次に、(2)の国の補正予算対応分といたし

まして、河川改修事業費や農林水産関係研究

開発施設整備などに326億8,800万円を計上し

ております。 

 (3)、こちらの通常分につきましては、大

雪対応のための単県道路維持修繕費などを計

上しているところでございます。 

 資料の下２ページのほうをお願いいたしま

す。 

 今回、地震関係予算のほうを整理している

ところでございますが、今回の補正を加えま

すと、29年度の熊本地震関係予算は1,925億

円となります。 

 資料中段、右側の棒グラフをごらんいただ

きたいんですが、平成29年度の最終予算額に

占めます地震関係予算の割合は20.9％という

形になります。 

 これによりまして、これまでの累計、こち

らは左側の円グラフに記載のとおりでござい

ますが、7,248億円となります。 

 右下の表は財源の内訳、その横に、その他

の財源の主な内容を記載しているところで

す。 

 １枚おめくりいただきまして資料４ページ

をお願いいたします。 

 一般会計のほか、特別会計と企業会計の補

正予算の内訳を記載しております。 

 これらにつきましては、それぞれ所管の委

員会で御審議いただくことにしております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 ここから歳入予算の内訳を記載しておりま

す。 

 １の県税から８の使用料及び手数料まで

は、最終見込み額に合わせた補正でございま

す。１の県税、それから地方交付税などが増

額となっています。 

 続いて、下６ページのほうをお願いいたし

ます。 

 歳入の続きでございますが、９の国庫支出

金、15の県債につきましては、３列目の通常

分といたしまして、事業費の確定に伴い減額

する一方で、その横、国補正予算分、４列目

になりますけれども、事業の追加に伴い増額

となっております。 

 12の繰入金と14の諸収入が大きく減額とな

っております。 

 続いて、７ページをお願いいたします。 

 ここから歳出予算の内訳です。 

 まず、７ページ１の一般行政経費の人件

費、扶助費、物件費の通常分につきまして

は、事業費の確定等に伴う減額です。その他

につきましては、県債管理基金の法定積み立

て、それから、昨年度解散いたしました住宅

供給公社の清算分配金収入などを復興基金に

積み立てるものでございます。 

 下のほうに、参考といたしまして復興基金

の全体像をお示ししております。 

 国からの特別交付税と宝くじ収入によって

積み立てました523.2億円、これが左側の大

きな部分になりますが、これとは別に、今

回、右側、県の独自財源として、今後の創造

的復興対応分として活用する46億円を計上し

ております。 

 ８ページのほうをお願いいたします。 

 ２の投資的経費でございますが、通常分

は、国庫補助の内示減や今後の執行見込みの

精査による減、国補正分は、農林水産、土木

関係の公共事業等を計上しております。 

 ３、公債費と４、繰出金につきましても、

事業費の確定等に伴う減額を行っています。 

 最後に、９ページをおめくりいただきます

でしょうか。 

 今回の補正に伴いまして必要となります地

方債の補正内容を記載しております。 

 以上が予算の概要でございます。御審議の
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ほどよろしくお願い申し上げます。 

 

○増永慎一郎委員長 引き続き、担当課長か

ら議案について説明をお願いいたします。 

 

○平井人事課長 人事課でございます。よろ

しくお願いします。 

 人事課のほうから、各課の説明に先立ちま

して、各課に計上されております職員給与費

について、一括して人事課の例で御説明をさ

せていただきます。 

 資料は18ページをお願いいたします。 

 表の上の段でございますが、一般管理費、

説明欄をごらんください。 

 (1)職員給与費でございますけれども、人

事課におきましては、1,320万円余の減額を

お願いしております。 

 今年度の当初予算におきましては、平成29

年１月１日時点で在籍している職員の給与を

もとに算定しております。そうやって計上し

ておりますが、その後４月の組織改編や人事

異動等によりまして職員数等に変動が生じて

おります。その変動に合わせて、今回、当初

予算と実際の給与費に違いが生じております

ので、補正をお願いするというものでござい

ます。 

 以下、各課の職員給与費についても、人事

課と同様の趣旨でございますので、各課から

の説明は省略させていただきます。 

 以上でございます。 

 

○倉光広報グループ課長 広報グループでご

ざいます。 

 説明資料の12ページ下段をお願いいたしま

す。 

 債務負担行為の変更でございます。 

 広報関係業務と首都圏広報業務につきまし

ては、さきの11月議会において、それぞれ

4,600万円余と980万円余を限度額として債務

負担行為の設定を御了承いただいたところで

す。 

 上段の広報関係業務につきまして、ラジオ

広報及び広報誌の各戸配付などについて、年

度内に契約を締結する必要があるため、これ

らに要する経費を加えた8,500万円余に限度

額の変更をお願いするものです。 

 下段の首都圏広報業務については、銀座熊

本館のASOBI Bar運営委託に関して、新年度

当初から継続して実施する必要があるため、

これに要する経費を加えた1,600万円余に限

度額の変更をお願いするものです。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○磯田政策審議監 おはようございます。く

まモングループでございます。 

 説明資料の13ページをお願いいたします。 

 13ページ、補正予算についてでございま

す。 

 商業総務費の右側説明欄をお願いします。 

 ２(1)のくまモン隊管理運営事業は、所要

見込み額の減による530万円の減額でござい

ます。２(2)の市町村派遣職員人件費負担金

は、市町村から派遣されている職員に係る人

件費負担金477万円の増額をお願いするもの

でございます。 

 ３、国庫支出金返納金は、会計検査院の指

摘を受けたことによる国庫支出金返納金36万

円余の増額をお願いするものでございます。 

 続きまして、資料14ページをお願いしま

す。 

 債務負担行為の追加についてでございま

す。 

 上段、くまモン利用許諾審査業務は、くま

モンのイラストの利用許諾事務を新年度当初

から継続して実施する必要があるため、限度

額2,147万円余を設定するものでございま

す。 

 また、下段、くまモン隊管理運営事業は、

くまモン隊の管理、運営を新年度当初から継
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続して実施する必要があるため、限度額１億

6,691万円余を設定するものでございます。 

 くまモングループは以上でございます。御

審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

○宮本危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。 

 説明資料15ページをお願いいたします。 

 補正予算についてでございます。 

 ２段目の防災総務費の右側説明欄をお願い

いたします。 

 ２の(1)は、通常分で、市町村派遣職員人

件費負担金について、543万円余の増額をお

願いしてございますが、今年度に市町村から

当課に派遣された職員の人件費負担金でござ

います。 

 次に、地震対応分でございます。 

 (2)の災害時職員派遣等負担金69万円余の

減額でございますが、他の都道府県からの短

期派遣職員の人件費負担金の確定によるもの

でございます。 

 次に、(3)の熊本地震デジタルアーカイブ

事業、(4)の熊本地震検証事業及び(5)の災害

対策体制強化事業は、国の事業の採択に伴い

まして財源更正するものでございます。 

 16ページをお願いいたします。 

 (6)の熊本地震に係る都道府県派遣職員負

担金768万円余の増額をお願いしてございま

すが、これは熊本地震に係りまして他の都道

府県から当課に職員派遣がされておりまし

て、その分の人件費の負担金でございます。 

 (7)の熊本地震震災ミュージアムのあり方

検討事業は、所要見込み額132万円余の減額

並びに国庫事業の採択に伴います財源更正で

ございます。 

 補正予算については以上でございますが、

下段の繰越明許費をお願いいたします。 

 防災総務費につきまして、1,837万円余の

繰越明許費の追加をお願いいたしておりま

す。 

 これは、危機管理防災課の職員が宿直を行

うために、宿直室の整備について入札を行い

ましたが、これは不調に終わりまして、契

約、着工が遅延してございます。このため繰

り越し設定をお願いするものでございます。 

 危機管理防災課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

○平井人事課長 人事課でございます。 

 資料の18ページをお願いいたします。 

 表の上段、一般管理費の説明欄、(2)時間

外勤務手当等の部分でございます。 

 １億6,283万円余の増額をお願いしており

ます。この予算は、年度途中の災害等特別な

事情で時間外勤務が必要になった際に備え

て、予算の一部を人事課において毎年度当初

予算に計上しております。今年度、熊本地震

関連業務が引き続き、まだ増嵩しておりまし

て、それへの対応に必要な予算額が不足を生

じておるというところでございます。その件

で補正をお願いするものでございます。 

 下段の人事管理費をお願いいたします。 

 618万円余の減額でございます。 

 説明欄をお願いいたします。 

 まず、１の人事管理費ですけれども、知事

部局の公用車任意保険契約、これを人事課で

行っております。その入札残に伴う減額でご

ざいます。 

 ２番目の退職手当ですけれども、一般財源

から地方債への財源更正でございます。金額

に変動はございません。 

 ３番目、職員研修費でございますが、職員

研修事業の所要額の精査による減額でござい

ます。 

 19ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の設定になります。 

 行政職員初任者研修バス等賃借ということ

でございますけれども、４月２日からの新規

採用職員の初任者研修におけるバスの借り上

げ等につきまして、年度内に契約手続を終え
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る必要がございますことから、限度額240万

円の債務負担行為の設定をお願いするもので

ございます。 

 人事課は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○竹内財政課長 財政課でございます。 

 20ページをお願いいたします。 

 ２段目の財産管理費の補正額でございます

が、114億円余の増額をお願いしておりま

す。 

 説明欄をごらんください。 

 １の財政管理費につきましては、熊本市か

らの派遣職員の人件費負担金です。２から４

までの基金積立金は、運用利息が確定したこ

とによる補正です。次に、５の県債管理基金

積立金でございますが、地方財政法第７条に

基づきまして、平成28年度からの繰越金の半

分を基金に積み立てるものでございます。 

 次に、６の平成28年熊本地震復興基金積立

金は、先ほど７ページで御説明いたしました

熊本県住宅供給公社の清算等に伴う分配金等

の積み立てでございます。 

 ３段目の元金、それから次の４段目の利子

でございますが、県債の元金、利子及び公債

管理特別会計への繰出金の最終見込み額に応

じて補正をするものでございます。 

 利子の説明欄１の一般会計債償還利子でご

ざいますが、この25億円余の減額につきまし

ては、借り入れ利率が当初見込みの利率を下

回ったことによるものでございます。 

 最下段、公債諸費、こちらの減額でござい

ますが、これにつきましては、発行手数料の

減によるものでございます。 

 21ページをお願いいたします。 

 ここから公債管理特別会計についてでござ

います。 

 この特別会計は、市場公募債などの県債に

つきまして、その発行と償還等の経理を一般

会計と区別するために設けているものでござ

います。 

 資料記載のとおり、元金、利子及び公債諸

費につきまして、最終見込み額に応じて補正

を行うものでございます。 

 最後に、下段、情報処理関連業務の債務負

担行為の設定でございます。 

 こちらは、県債を管理するシステムの保守

経費につきまして、本年度内に契約を行うた

め設定をお願いするものでございます。 

 財政課は以上です。どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

 

○村上県政情報文書課長 県政情報文書課で

ございます。 

 説明資料の22ページをお願いいたします。 

 ２段目の文書費でございますが、370万円

余の増額でございます。 

 説明欄をごらんください。 

 本年度から当課に配属されております市町

村からの交流職員の給与等に係る負担金でご

ざいます。 

 次に、３段目の大学費でございます。 

 こちらも説明欄をごらんください。 

 地震対応分でございますが、県立大学が被

災した学生に対して実施しています授業料の

減免に要する経費につきまして、執行見込み

額の減などに伴います310万円余の減額でご

ざいます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○坂本総務事務センター長 総務事務センタ

ーでございます。 

 説明資料の23ページをお願いいたします。 

 まず、一般管理費でございますが、右側説

明欄の２の庁費をお願いします。 

 共済組合事業費280万円余は、地方公務員

等共済組合法に基づく共済組合本部への事務

費負担金が不足するため、増額をお願いする

ものでございます。 
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 次に、中段の人事管理費でございますが、

職員に対する児童手当は、対象児童数が見込

みよりも少なかったことにより、1,180万円

余の減額をお願いしております。 

 また、３段目の恩給及び退職年金費でござ

いますが、受給者の減により、470万円余の

減額をお願いするものでございます。 

 総務事務センターは以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

○満原財産経営課長 財産経営課でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 説明資料の24ページをお願いいたします。 

 上段の財産管理費でございます。１億100

万円余の減額補正をお願いしております。 

 右の説明欄をごらんください。 

 派遣職員宿舎借上費でございますが、これ

は、本年度６月議会におきまして、阿蘇地域

振興局で他県から派遣されている職員等を受

け入れるために、民間のアパートを借りるこ

とが困難だったために、リースによる派遣職

員用の宿舎を整備するための経費をお認めい

ただきました。その事業の入札残による減額

でございます。 

 次に、下段の繰越明許費をお願いいたしま

す。 

 これは県庁舎等の施設災害復旧費でござい

ます。具体的には、宇城保健所で、地震で災

害を受けました排水管の復旧工事の入札が不

調となりまして、年度内の事業完了が困難と

なったことから、やむを得ず来年度への繰り

越しをお願いするものでございます。 

 25ページをお願いいたします。 

 債務負担行為でございます。 

 まず、上段の債務負担行為の追加設定は、

地域振興局の局長等の宿舎借り上げに係る経

費についてでございます。 

 下段は、債務負担行為の変更でございます

が、補正前の欄が空欄でありますのは、これ

は教育庁のほうが11月議会で同じ事項名で債

務負担行為を設定したためでございまして、

私どもにつきましては、初めての設定をお願

いするものでございます。内容は、他県から

派遣されている職員の宿舎等を借り上げる経

費でございます。 

 いずれも本年度中に契約を行う必要があり

ますので、債務負担行為の設定をお願いする

ものでございます。 

 財産経営課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○塘岡私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 次の26ページをお願いいたします。 

 私学振興課は、私学振興費及び教育施設災

害復旧費で減額をお願いしております。 

 まず、上段の私学振興費ですが、13億

8,100万円余の減額を計上しています。 

 右の説明欄をごらんください。 

 ２、私学振興助成費です。17事業で13億

9,100万円余の減額をお願いしています。こ

こでは、減額幅が大きい主な事業のみを記載

しております。 

 (1)私立高等学校等経常費助成費補助及び

(2)私立高等学校等就学支援金事業につきま

しては、対象人数や支給対象者が当初の見込

みより減少していることによる減額でござい

ます。(3)私立学校施設安全ストック形成促

進事業につきましては、予定していた耐震診

断や耐震工事が熊本地震による復旧工事を優

先させるために先送りになったこと及び工事

費が当初見込み額より減額したことなどによ

る減額でございます。(4)認定こども園幼稚

園機能整備事業費補助は、国２分の１、市町

村４分の１の負担で認定こども園の整備を図

る、県を通した間接補助事業ですが、一部の

補助対象市町村が事業を見送ったことによる

減額でございます。 

 次に、地震対応分の(5)被災生徒授業料等

減免補助事業及び(6)被災幼児就園支援事業
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につきましては、補助対象となる生徒、幼児

が減少していることによる減額でございま

す。 

 続きまして、下段の教育施設災害復旧費で

ございますが、２億5,600万円余の減額を計

上しております。 

 右の説明欄をごらんください。 

 教育施設災害復旧費のうち、私立学校施設

災害復旧事業です。この事業は、熊本地震に

より被災した私立学校が、施設の復旧を行う

場合に要する経費につきまして、国費及び県

費で私立学校へ助成を行うものです。 

 今回、２億5,600万円余の減額となります

が、これは国の災害査定の結果、国庫補助交

付見込み額が当初の見込みを下回ったこと、

また、工事着手時期が来年度にずれ込む工事

につきまして、平成30年度当初予算へ計上し

直したことから減額をお願いするものです。 

 ページをめくっていただきまして27ペー

ジ、その上段をお願いいたします。 

 １事業につきまして、繰越明許費の変更を

お願いするものです。 

 先ほど減額予算で説明いたしました認定こ

ども園幼稚園機能整備事業費補助につきまし

て、当初予定していた仮園舎設置用地の借用

が困難となり、新たな用地確保に時間を要し

た結果、年度内の事業完了が困難となること

が新たに判明したことから、1,900万円余の

繰り越しを追加でお願いするものです。 

 当事業は、11月議会で設定した3,700万円

と合わせ、5,600万円余の繰り越しとなりま

す。 

 続きまして、下段をお願いします。 

 １事業につきまして、債務負担行為の追加

をお願いするものです。 

 熊本時習館スクールソーシャルワーカー派

遣事業は、専門家を各私立学校に派遣し、不

登校やいじめ、貧困、就業等、さまざまな問

題を抱える私学生徒等に関する助言等の支援

を行うものですが、４月から切れ目なく継続

して生徒や学校への支援を行うには、年度内

に委託契約を進める必要があることから、債

務負担行為を設定するものです。 

 以上、御審議のほうよろしくお願いいたし

ます。 

 

○間宮市町村課長 市町村課でございます。 

 資料28ページをお願いいたします。 

 ２段目の自治振興費につきまして、67億円

余の減額をお願いしております。 

 内訳は説明欄をごらんください。 

 (1)の自治振興支援費でございますが、権

限移譲事務市町村交付金の交付額確定に伴う

減額等でございます。次の(2)の市町村自治

宝くじ交付金につきましては、宝くじの収益

金の配分額確定に伴う減額でございます。次

に、(3)の住民基本台帳ネットワークシステ

ム推進事業でございますが、地方公共団体情

報システム機構への負担金の減等に伴う減額

でございます。次に、(4)につきましては、

市町村からの派遣職員給与等に関する負担金

の増額をお願いしております。(5)地方創生

広域連携支援事業でございますが、これは所

要見込み額の精査による減額をお願いしてお

ります。 

 続きまして、地震対応分をお願いいたしま

す。 

 (7)の平成28年熊本地震復興基金交付金で

ございます。復興基金の市町村事業につきま

しては、被災市町村に対し、統一ルール分、

そして市町村創意工夫事業分として配分をす

るために、257億円余を予算計上させていた

だいておりますが、今回は、本年度中の執行

見込み額を精査した上で、65億円の減額をお

願いするものです。 

 復興基金につきましては、来年度当初予算

でも継続して予算を御提案することとしてお

りますので、引き続き復旧、復興に向けて取

り組んでいきたいと考えております。 

 次に、(8)の熊本地震被災市町村支援事業
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でございます。被災市町村の復旧、復興に向

けた取り組みを支援するための経費として予

算計上させていただいたものですが、所要見

込み額の精査による減額をお願いしておりま

す。 

 次に、29ページをお願いいたします。 

 選挙管理委員会費でございます。 

 これは、今年度の委員会等の開催実績に基

づきまして、委員の報酬等の減額をお願いす

るものでございます。 

 ２段目の衆議院議員総選挙費につきまして

は、昨年執行の衆議院議員総選挙における選

挙執行経費の内容を更正するものでございま

す。 

 次は、市町村振興資金貸付事業特別会計分

の補正でございます。 

 上段の市町村振興資金貸付金につきまして

は、貸付事業の所要見込み額の精査による２

億円の減額をお願いしております。 

 下段の一般会計繰出金につきましては、繰

り出し先の事業の減額に伴いまして減額をお

願いするものでございます。 

 説明は以上です。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

○門﨑消防保安課長 消防保安課でございま

す。 

 資料は、次の30ページ下段をお願いいたし

ます。 

 債務負担行為の追加が２件でございます。 

 防災消防ヘリコプターの運航に関連しまし

て、１項目めが、県内各消防本部から派遣さ

れた航空隊員の宿舎借り上げ、２項目めが、

ヘリの運航管理業務委託及び航空保険料でご

ざいまして、それぞれ４月１日から切れ目な

く対応できるように債務負担行為を設定する

ものでございます。 

 消防保安課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○井芹税務課長 税務課でございます。よろ

しくお願いします。 

 資料の31ページをお願いいたします。 

 まず、税務総務費で１億2,700万円余の増

額をお願いしております。 

 説明欄をごらんください。 

 ４のふるさとくまもと応援寄附基金積立金

は、ふるさと納税により本県に寄附いただい

た寄附金などを基金のほうに積み立てるため

に支出するものです。 

 昨年９月補正で５億4,000万円余を積み立

てましたが、最終的にさらに寄附金の増が見

込まれることから、今回、２億400万円余の

増額をお願いするものです。 

 次に、下段の賦課徴収費で１億9,400万円

余の増額をお願いしております。 

 説明欄の２、公金取扱費は、市町村とあわ

せて徴収してもらっている個人県民税につき

まして、市町村へ交付する徴収取扱費の計算

基礎となる納税義務者数が見込みより多かっ

たため、増額をお願いするものです。 

 次に、32ページをお願いいたします。 

 上段のゴルフ場利用税交付金から最下段の

所得割交付金までについてですが、これらは

市町村への交付金並びに他の都道府県への清

算金です。 

 県に納付されたそれぞれの税収をもとに、

地方税法等に規定する計算方法で算定した額

を市町村に交付並びに他の都道府県と清算を

行うものでございますが、右側の説明欄記載

の理由により、所要額の補正をお願いするも

のでございます。 

 税務課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○沼川企画課長 企画課でございます。 

 説明資料の34ページをお願いいたします。 

 補正は全て通常分の予算になります。 

 下段の計画調査費につきまして、個別事業

ごとの増減がございますが、総額で392万円



第８回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（平成30年２月23日) 

 - 10 - 

余の減額をお願いしております。 

 右側の説明欄をお願いします。主なものを

御説明いたします。 

 ２の企画推進費の「熊本版」官民協働海外

留学支援事業は、「トビタテ！留学JAPAN」の

地域人材コースに当たるものです。熊本での

就職を希望する大学生等に対する海外留学奨

学金等が所要見込み額を下回ったため、413

万円余を減額するものでございます。 

 また、３の世界チャレンジ支援基金積立金

は、運用利息の確定に伴う積立金の増額でご

ざいます。 

 続きまして、35ページをお願いいたしま

す。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 全て東京事務所関連でございますが、上段

の東京事務所職員宿舎等賃借は、東京で勤務

する職員のための宿舎の借り上げ及び都道府

県会館への管理料等の負担に係るものです。 

 下段の銀座熊本館運営業務は、銀座熊本館

での県産品展示やＰＲのための委託経費で

す。 

 いずれも契約を年度内に締結する必要があ

るため、債務負担行為の設定をお願いしてお

ります。 

 説明は以上です。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

○重見地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 説明資料36ページをお願いいたします。 

 まず、計画調査費について、4,800万円余

の減額をお願いしております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の開発促進費の「環境首都」水俣・芦北

地域創造事業は、水俣市による事業計画の縮

小に伴う湯の鶴地区の温泉街交流拠点整備事

業等に要する経費の所要見込み額の減によ

り、4,400万円余を減額するものでございま

す。 

 次に、２の企画推進費の通常分でございま

す。 

 (1)の地域づくりチャレンジ推進事業は、

住民等による自主的な地域づくりの取り組み

等に対する助成の所要見込み額の減により、

800万円余を減額するものでございます。ま

た、(2)の御所浦地域活性化推進事業は、地

域おこし協力隊の配置等に要する経費の所要

見込み額の減により、300万円余を減額する

ものでございます。 

 次に、地震対応分でございますが、(3)の

地域づくりチャレンジ推進事業は、所要見込

み額の減による100万円余の減額及び一般財

源から国の地方創生推進交付金充当への財源

更正となっております。 

 次に、３の国庫支出金返納金につきまして

は、「環境首都」水俣・芦北地域創造事業等

に係る過年度補助金の確定に伴う国庫返納金

でございます。 

 続きまして、37ページをお願いいたしま

す。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 くまもと移住定住支援センター運営業務

は、東京にありますふるさと回帰支援センタ

ー内の本県ブースの賃貸借料や移住定住支援

相談員に伴う経費等でございます。 

 次に、御所浦地域活性化推進事業につきま

しては、御所浦地域における地域通貨を活用

した地域づくり等に要する経費でございま

す。 

 いずれも年度内に契約する必要があるた

め、債務負担行為の設定をお願いするもので

す。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○手島文化企画・世界遺産推進課長 文化企

画・世界遺産推進課でございます。 

 説明資料の38ページをお願いいたします。 

 計画調査費について、1,800万円余の減額
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をお願いしております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の文化企画推進費でございます。 

 (1)の地域創造分担金は、一般財団法人地

域創造への負担金について、平成29年度分が

確定いたしましたので、76万円余を増額する

ものでございます。その下の(2)世界文化遺

産登録推進事業、(3)レジデンスfor阿蘇世界

文化遺産についてでございますが、国の地方

創生推進交付金が充当できることを受けまし

て、財源更正をお願いするものでございま

す。 

 次に、２の県立劇場費でございます。 

 (1)の県立劇場施設整備費は、保全計画に

基づき、平成29年度から平成30年度にかけて

施工しております県立劇場演劇ホール舞台機

構改修工事等の入札残によります1,500万円

余の減額、それから地方債への財源更正をお

願いするものでございます。(2)の県立劇場

管理運営事業は、災害復旧工事等による休館

に伴い、光熱費等の指定管理業務委託料300

万円余を減額するものでございます。 

 続きまして、39ページをお願いいたしま

す。 

 繰越明許費の変更についてでございます

が、県立劇場施設整備費について、１億

6,800万円への変更をお願いしております。 

 これは、今回の工事が特殊装置の更新を内

容といたします演劇ホール舞台つり物機構の

改修工事となっておりますが、その装置の建

物への取りつけ後に出来高として計上するこ

とといたしましたため、本年度中に計上して

おりました出来高払いで予定しております金

額を繰り越すものでございます。 

 なお、工事自体は予定どおり順調に進捗し

ておりまして、工期への影響はございませ

ん。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○吉野川辺川ダム総合対策課長 川辺川ダム

総合対策課でございます。 

 説明資料の40ページをお願いします。 

 計画調査費につきまして、9,000万円余の

減額をお願いしております。 

 右の説明欄をごらんください。 

 まず、１の川辺川総合対策費ですが、(1)

の五木村振興交付金交付事業は、ふるさと五

木村づくり計画及び五木村生活再建基盤整備

計画を実施する村に対して助成するものです

けれども、基盤整備事業等の実績見込み額が

減少するため、1,700万円余を減額するもの

でございます。(2)の五木村振興道路整備(受

託)事業は、村道整備を県が受託して施工す

るものですが、国の交付金の減に伴う実績見

込み額の減によりまして、7,300万円余を減

額するものでございます。 

 ２の五木村振興基金積立金及び３の球磨川

水系防災減災基金積立金は、それぞれ運用利

息の確定に伴う積立金の増でございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○内田交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 説明資料の41ページ上段をお願いいたしま

す。 

 計画調査費につきまして、7,000万円の増

額をお願いしております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 空港整備促進費の通常分でございますが、

阿蘇くまもと空港直轄事業負担金につきまし

ては、昨今のインバウンド旅客の増加に対応

するため、本年度、国において、阿蘇くまも

と空港に９番スポットの新規整備等が進めら

れているところでございます。 

 今般、国の補正予算成立に伴い、国の事業

額が確定し、空港法の規定に基づく県負担額

が増加したことから、7,000万円を計上させ

ていただいております。 
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 なお、当該９番スポット工事は、今年度末

には完了する見込みでございます。 

 また、企画施設災害復旧費として２億

2,500万円の増額をお願いしております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 地震対応分でございますが、南阿蘇鉄道災

害復旧支援事業につきましては、国の補正予

算成立に伴い、鉄道の災害復旧を行います南

阿蘇鉄道株式会社に対する県補助金として２

億2,500万円を計上いたしております。 

 主な事業といたしましては、熊本地震によ

り被災をしました第一白川橋梁、戸下トンネ

ル等の詳細な測量、調査、設計、犀角山トン

ネルの災害復旧費事業等でございます。 

 続きまして、同じく41ページの下段をお願

いいたします。 

 繰越明許費の変更でございます。 

 ２件ございますが、まず天草空港運航支援

対策事業につきましては、天草エアラインが

所有いたしております機材、ＡＴＲ42型の重

整備、いわゆる車の車検に相当する法定整備

でございますが、これにつきまして、天草エ

アライン自社では重整備の実施ができませ

ず、国内で唯一整備が可能な鹿児島の日本エ

アコミューター株式会社に委託を行う予定で

ありましたが、昨年末、日本エアコミュータ

ーの格納庫で発生いたしました事故の影響の

ため、年度内の整備事業実施が困難な状況と

なっており、委託費に対する県補助分9,000

万円について、翌年度への繰り越しをお願い

するものでございます。 

 なお、当該重整備は、本年６月中には完了

予定の見込みでございます。 

 次に、南阿蘇鉄道災害復旧支援事業につい

てですが、これは、先ほど御説明申し上げま

した南阿蘇鉄道への災害復旧費補助につきま

して、同事業の年度内の事業終了が見込めな

いため、全額翌年度への繰り越しをお願いす

るものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

 

○島田情報企画課長 情報企画課でございま

す。 

 説明資料の42ページをお願いいたします。 

 人事管理費につきまして、3,300万円余の

減額をお願いしております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 主なものとしまして、ホストコンピュータ

ー関連の入札残、それから、パソコン調達に

係る入札残、各種情報システム管理運営に係

る入札残等に伴う減額でございます。 

 次に、下段の計画調査費につきましては、

1,600万円余の減額をお願いしております。 

 内訳としましては、右側欄にありますとお

り、(1)の熊本県総合行政ネットワーク管理

運営事業は、保守業務の委託等の入札残、ネ

ットワーク機器修理費の実績残等に伴う減額

でございます。また、(2)の社会保障・税番

号制度に係る共同システム整備事業は、国庫

補助金の交付決定に伴う一般財源からの財源

更正でございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○山田統計調査課長 統計調査課でございま

す。 

 資料の43ページをお願いいたします。 

 委託統計費について、2,000万円余の減額

をお願いしております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 国の各省から委託を受けて実施しておりま

す統計調査に係る１、２の国庫委託金の減額

及び３の国庫委託金の精算に伴う返納金でご

ざいます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○無田会計課長 会計課でございます。 

 資料は、１つ飛びまして45ページをお願い
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いたします。 

 資料下段の収入証紙特別会計でございます

が、一般会計繰出金につきまして、１億円の

減額補正をお願いしております。 

 収入証紙の売り払い収入につきましては、

一旦この特別会計により受け入れをいたしま

して、その後、各所属における使用料や手数

料等の収入実績に応じて各所属へ配分するた

めに一般会計へ繰り出しているものでござい

ますが、資料右側の説明欄にございますとお

り、この使用料、手数料等の収入実績が見込

みを下回ったために、今回減額補正をお願い

しておるものでございます。 

 会計課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○石川管理調達課長 管理調達課でございま

す。 

 資料、お開きいただきまして47ページをお

願いいたします。 

 債務負担行為の変更でございますが、47ペ

ージから次の48ページにかけての事項欄に記

載がございます４つの業務につきましては、

全庁的に共通のものですので、管理調達課で

一括して御説明させていただきます。 

 今回は、平成30年４月１日から業務を委託

するために本年度内に契約を行う必要がある

もののうち、随意契約によるものにつきまし

て、債務負担行為の設定をお願いするもので

ございます。  

 まず、47ページ上段の県有施設等管理業務

でございますが、これは、各庁舎の清掃や設

備機器の保守点検など、379件分の業務委託

分でございます。 

 次の給食業務でございますが、特別支援学

校など５校の給食業務の委託分、最下段の情

報処理関連業務は、県税システムなど各種電

算システム等の維持管理に必要な193件分の

業務委託分でございます。 

 次に、48ページをお願いいたします。 

 事務機器等賃借でございますが、これは職

員用のパソコンを初めといたします合計で

156件の事務機器のリース等に係るものでご

ざいます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○井上人事委員会事務局総務課長 人事委員

会事務局でございます。 

 資料につきましては、50ページをお願いい

たします。 

 上段の表の委員会費につきましては、人事

委員会委員３人の報酬につきまして、活動実

績を踏まえて減額をするものでございます。 

 次に、同じページ下段の債務負担行為の追

加につきましては、職員等採用試験案内作成

業務についてお願いをしておりますが、これ

は、平成30年度に実施いたします職員採用試

験の受験者確保に向けまして、試験内容の早

期周知を図るため、年度当初に試験案内を作

成、配付する必要がございますことから、86

万円余の債務負担行為の設定をお願いするも

のでございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○小原監査委員事務局監査監 監査委員事務

局でございます。 

 説明資料の51ページをお願いします。 

 上段の委員費でございますが、委員に係る

人件費の所要見込み額の減により、予算の減

額をお願いしております。御審議のほどよろ

しくお願いします。 

 

○中島議会事務局次長 議会事務局でござい

ます。 

 資料の52ページをお願いいたします。 

 上段の議会費でございますが、3,530万円

余の減額をお願いいたしております。 

 これは、議員の現員数減による議員報酬の
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減額及び議員旅費等の所要見込み額の減額に

よるものでございます。 

 次に、下段の事務局費でございますが、１

億2,650万円余の減額をお願いいたしており

ます。 

 これは、一般役務費等の所要見込み額の減

額、議会棟改修工事等の入札残等に伴う減額

でございます。 

 なお、補正額の財源内訳としまして、地方

債が１億300万円の減額となっております

が、これは地方債を充当していた改修工事の

予算が減額になったことに伴うものでござい

ます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○増永慎一郎委員長 以上で執行部の説明が

終了しましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑を受けた課は、最初に一回立っていた

だいて課名を言っていただいた後に、座って

説明をしていただきたいと思います。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○池田和貴委員 済みません、まず５ページ

の歳入についてちょっとお伺いをしたいんで

すが、最初の県税、これが通常――今回、

119億の増額補正です。県税、落ち込むと思

われていたところがふえたということは、こ

れは喜ばしいことなんですが、どういうふう

に県としてこの増額を、いわゆる財源ごとに

どこがふえて、どういうふうに評価されるの

か、ちょっと教えていただきたいというふう

に思います。 

 

○井芹税務課長 税務課でございます。 

 当初予算の見込み時におきまして、特に法

人２税、法人事業税と法人県民税でございま

すけれども、これの税収見込みについては、

熊本地震の影響もありまして、県内主要企業

の業績予想、アンケート調査を事前にやって

おりまして、その結果、下振れするだろうと

いうことで、前年度の当初比でマイナス10億

円としておりました。実際は、予想以上に企

業収益が大きく改善しまして、当初予算でプ

ラス73億円となったことが、この119億円と

なった大きな要因だというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

 

○池田和貴委員 119億円のうち70億円が法

人税の増収ということだったんですが、残り

は何かあったんですか。 

 

○井芹税務課長 税務課です。 

 地方消費税が19億円増になりました。これ

も、大体熊本地震前と同程度の調定額に回復

したもの、それと軽油引取税、これが軽油需

要量の増加で９億円増、あと不動産取得税

が、大規模物件の建設増加に伴う４億円の増

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○池田和貴委員 ありがとうございました。 

 想定よりも落ち込みがなかったということ

はよかったということだというふうに思いま

すし、こういった数字が、少し復興について

どうだったかということもちょっとあらわし

ているようなところもあるんじゃないかとい

うふうに思うんですね。しっかりここはトレ

ンドを捉えながら、皆さん方もやっていただ

きたいということをお願いしたいと思いま

す。 

 委員長、もう１点いいですか。 

 

○増永慎一郎委員長 はい、どうぞ池田委

員。 

 

○池田和貴委員 済みません、あと今度は20

ページ、227ページの利子で財政課長にちょ
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っとお尋ねしたいんですが、一般会計債償還

利子が、借り入れ利率が見込みを下回ったこ

とによる減額ということで、25億減額になっ

ています。 

 これは、利息を払わなくてもよくなったの

で、非常にいいことだというふうに思うんで

すが、どういうふうな理由でこういうふうに

なったか、ちょっと経緯を教えてもらってい

いですか。 

 

○竹内財政課長 財政課でございます。 

 もともと予算を組みますときに、かた目に

利率を大体２％で見ております。ただ、今の

金利情勢からいきますと、２％を下回ってい

るということで、結果といたしまして借り入

れ利率が低く借りられているという状況でご

ざいます。 

 

○池田和貴委員 これは、いわゆる機械的に

決まるわけじゃなくて、皆さん方の努力とか

そういうのもあるのかなというふうに思いま

すが、あとは借りかえとか、そういうことに

よって減額になったとか、そういうのはない

んですか。 

 

○竹内財政課長 借りかえの場合にも、市中

金融機関とのやりとりをやりまして、あと借

りるタイミングでございますですね、そこを

見ながら借り入れをすることによる努力とい

うのもあるんですが、一方で、金利情勢その

ものがなかなか見通せないところがあります

ので、最初はかた目に２％というところで、

国と同じような形でとらせていただいている

ところです。そのギャップも出てくるという

ことになっております。 

 

○池田和貴委員 わかりました。 

 最初に２％と組むというところが、今現状

とどうかなと思うところはあるにしても、い

わゆる借り方を考えることによって、やはり

利子相当分がこれだけ予算よりも減るという

ことは、ほかのところを一生懸命削っていく

思いをすれば、その分を少しでも肩がわりで

きるところがあるというふうに思いますの

で、今後とも知恵を絞りながらここはやって

いただくようにお願いをしておきたいという

ふうに思います。 

 済みません、ありがとうございます。以上

です。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにございません

か。 

 

○岩中伸司委員 18ページで、人事課で、一

般管理費の中で職員給与の報告をいただきま

した。当初の予算は、いわゆる基準が17年の

１月ぐらいで、４月に異動がいろいろあった

というふうなことで減額になっていますし、

もう一つは、この地震対応分、これは通常分

と含めてありますけれども、１億6,000万と

いうことですが、これは職員の数がずっと減

ってきて、超勤で負担されているのかなとい

うようなことを思うんですが、もう少し説明

をお願いしたいと思います。 

 

○平井人事課長 人事課でございます。 

 まず、２点のお尋ねと思います。 

 人件費そのものにつきましては、人事異動

に伴う増減分ということでございますので、

各課でプラス、マイナス出ているということ

で、総額は基本的には横ばいのトレンドでご

ざいます。 

 時間外勤務のほうなんですけれども、増加

でございますが、まず絶対量が地震関係で仕

事がふえております。対応している職員の数

なんですが、これは応援職員等も得まして、

また任期つきの職員等も採用しておりますの

で、実際に仕事に当たっている職員の数はふ

えております。ですから、時間外がふえたの

は、職員数減と分析するよりは、総量の増加
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が著しいというふうに考えております。 

 

○岩中伸司委員 ありがとうございました。 

 説明のとおりに、基本的な人件費は、異動

でどうなったというのは、これは横ばいであ

るということの理解をします。 

 地震対応と一般の通常分でいけば、確かに

地震対応で他自治体からとかいろんなところ

からの応援職員があったということも、負担

もふえているというふうに思いますけれど

も、それにしても多いなというふうな感じ

で、絶対数が、人員が足りないということが

あるんじゃないかというふうにも思いますけ

れども、今後は、ここら辺はしっかり、通常

分もそうですが、地震対応分についても人的

な配置ができるように、ぜひ力を入れてほし

いというふうに思います。ありがとうござい

ました。 

 

○増永慎一郎委員長 よろしいですか。 

 

○岩中伸司委員 もう１ついいですか、な

ら、ついでに。 

 34ページで、計画調査費、79番ですね。企

画課で説明いただきました。計画調査費のマ

イナス392万5,000円の分で、これは留学生が

見込みよりも少なかったというふうな、これ

でいけば、これは確かに蒲島知事もしっかり

力を入れていらっしゃる海外留学の支援とい

うことだと思いますけれども、この見込み

が、当初の見込み額との差があってというこ

とですが、あんまりそういう希望する人が少

なかったという、どれぐらい。 

 

○沼川企画課長 企画課でございます。 

 毎年、この事業については、８人程度の募

集をかけております。初年度、28年度も、実

際は申請が13人で、ある程度やっぱりレベル

も見て、全員をただ単に人数がいるから出す

わけじゃありませんので、志望動機とか、今

後の活躍をどういうふうに考えているか、そ

ういうことをやりまして、それで７人という

ことで、そのときも予算いっぱいいっぱいを

執行しておりません。 

 特に、今年度、まだ地震の影響等もありま

して、募集８人かけておりましたが、実際に

応募があったのも８人で、その中で審査をや

りまして、実際５人に支給決定しておりまし

て、その差額ということになっております。 

 

○岩中伸司委員 ありがとうございました。 

 確かに、希望する人みんなというわけには

いかないので、それは選考されるというふう

に思います。ただ、今回も８人募集に８人と

いうことだと、やっぱり全部できそうだけれ

ども、それに対応できるような人じゃないと

いけないという、これはやっぱりそのとおり

の部分があるというふうに思います。５人と

いうのは非常に少ないなというふうな感じも

しますね。もっともっと若者が希望を持って

できるような、そんなことにならないかなと

いうふうな思いでいるところです。 

 ありがとうございました。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○小杉直委員 宮本課長に１点お尋ねです

が、15ページ、防災対策費で新しい、丸新と

してあるですね。市町村派遣職員人件費負担

金、この丸新という意味と、中身はどういう

ことですかな。 

 

○宮本危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。 

 この市町村派遣の人件費負担金につきまし

ては、現実には熊本市から来ている職員でご

ざいますが、人事交流で来ている職員につき

まして、昨年度、予算を編成する際にはわか

っておりませんで、その後交流で来て、人件

費ということで、新規というふうな印で説明
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をしてございます。 

 

○小杉直委員 熊本市からの派遣というの

は、今回が初めてになるわけ、それとも大体

数年来よったわけですかな。 

 

○宮本危機管理防災課長 熊本市からは、危

機管理防災課には初めて来てございます。 

 

○小杉直委員 そうすると、役割はどういう

役割をしてもらっているんですか。 

 

○宮本危機管理防災課長 危機管理防災課の

中に災害対策班という班がございます。雨が

降りましたり、地震がございましたり、第一

線の災害対策本部の指揮をとる班でございま

すが、こちらで仕事に携わっていただいてお

ります。 

 

○小杉直委員 それは、どういうふうな目的

というか、趣旨で熊本市からの派遣を求めた

か、向こうがお願いされたかわかりません

が、そことの連携の理由というのはどういう

ことが考えられると。 

 

○宮本危機管理防災課長 熊本市、まあ人口

も多い市町村でございますが、こちらから交

流といいますか、提供をお願いしまして、市

も非常に大きな役割をお持ちですので、しっ

かり連携していくという観点から、こちらか

ら申し込みをしまして、熊本市のほうから応

諾をいただいたものでございます。 

 

○小杉直委員 はい、わかりました。 

 

○中村亮彦委員 私は、私学振興についてお

聞きしたいと思うんですが、26ページで、補

正前の額が130億、補正額で13億のマイナス

ということなんですけれども、その主なもの

が、右側の説明のところで、２番の(1)と

(2)、それから地震対応分の(5)と(6)の対象

人数が見込みを下回ったことによる減という

ことです。また、地震対応分のところでも結

構やっぱり減っているということでありまし

て、この対象者が減るということはいいこと

だと思うんですが、ただ、この地震から、こ

ういう条件を満たすような家庭の収入や、そ

れから、家計がこの地震から立ち上がったと

いうようなことを見ていいんだろうかという

ようなところで、その分析はどのようにされ

ているのかなということが１点目でございま

す。これは、恐らくミクロでは見れないと思

うので、マクロでどんなふうに分析をされて

いるのかというふうなのがまず１点目。 

 それから２点目が、この条件を満たす生徒

が受けられ――この情報の伝達なんですけれ

ども、もちろんこれは各学校で、入学時と

か、それから学年の年度変わりのところでし

っかり説明はされているというふうに思うわ

けでありますし、また、これはもう複数年行

われていることだと思いますから、しっかり

されているとは思うんですけれども、そうい

うところで、情報を知らなくて漏れていると

いうようなケースもあるかないかということ

について、この２点をお尋ねしたいと思いま

す。 

 

○塘岡私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 委員おっしゃるように、震災に伴いまして

それぞれの世帯が被災をしまして、生活の復

旧をするためにいろんな支出が入っておりま

す。また、住宅等が被災をして、それに対す

る復旧ということで、それに伴いましてそれ

ぞれの市町村の住民税、市町村民税の税額が

更正されていることがございます。その税額

が更正されることに伴いまして、授業料減免

であるとか、就学支援金の額でありますと

か、奨学のための給付金の額が上がってくる

というような形になっています。 
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 ただ、そのパーセントをどのように見込む

かというお話がございましたけれども、被災

リストをもとにしまして当初積算をいたしま

したけれども、29年度になりまして、私ども

が想定していた被災率よりも少し下回ったと

いう形になっております。その税額の更正の

分が、当初想定していた分よりも――おとと

しの12月の時点で当初予算を見込んでおりま

すので、その時点よりも低くなったというこ

とです。 

 周知の話でございますが、各学校を通じ

て、そのような被災生徒がいないかどうか、

何回も何回も周知を図っております。 

 また、就学支援金の関係で、税額等につき

まして、課税証明書を提出いただいておりま

すけれども、そういうふうなデータももとに

しながら、就学が困難になった生徒がいない

かどうかということについての把握には努め

ております。 

 以上です。 

 

○中村亮彦委員 しっかり周知をされている

ということでありますけれども、やっぱり全

ての生徒がしっかり高等学校教育を受けられ

るように対応していただきたいというふうに

思います。 

 私立の高等学校におきましては、独自の教

育カリキュラムがあったりとか、また、先進

的で、なおかつ専門的な教育をされるところ

もあります。公立よりも少し先んじてやって

いる教育なんかもありますし、また、公立高

校がそれに学ばなければいけないというよう

なケースもこれからあるというふうに思いま

すので、しっかりと私学振興に取り組んでい

ただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○河津修司委員 同じところで、私学振興助

成費の(3)番で、この安全ストック形成促進

事業で減額になっておりますが、この計画の

先送りはわかるんですが、工事費が見込みを

下回ったというのは――大体どこでも工事費

は上がるのかなという思いでおりますけれど

も、そこの原因はどうなんでしょうか。 

 

○塘岡私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 学校が当初想定をしておりました事業費、

それに基づきまして最初予算を組んでいくわ

けですけれども、実際に工事の設計にかかり

まして、当初予定していた額よりも少なくな

ったということであります。 

 以上です。 

 

○河津修司委員 少なくなったというのが、

やはり普通、入札とか――これは、まだ入札

とか終わっている段階じゃないわけなんです

かね。 

 

○塘岡私学振興課長 既に入札は終わってお

りまして、工事は実施しております。 

 その予算の関係でいきますと、最初予算を

組んでいた規模と実際の設計額が異なってい

たということと、今委員おっしゃったよう

に、入札した結果、その額が下回ったという

ことでございます。 

 

○河津修司委員 まあ、実際そうだったとい

うことで理解はしますけれども、なかなか今

何でも工事費は上がる傾向にある中では、当

初の予算よりか下回ったというのがちょっと

理解できなかったところがあったものですか

ら、まあ一応、実際はそうだったということ

で理解したいと思います。 

 それから、15ページの防災総務費で、右の

ほうの(3)番のデジタルアーカイブ事業、こ

ういった減額、あるいは(7)番の震災ミュー

ジアムのあり方検討事業の、これもまあ、減
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額ですけれども、実際、この委員会とかが少

なかったということなんでしょうか。 

 それと、その辺で計画の進みぐあいという

か、委員会のそういった話の結果というか、

そういった進みぐあいはどうなんでしょう

か。 

 

○宮本危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。 

 お尋ねの15ページのデジタルアーカイブ事

業は、こちらのほうは財源更正でございまし

て、予算を目いっぱい使ってデジタルアーカ

イブ事業をやろうというふうな考えでござい

ます。 

 16ページの震災ミュージアムのあり方検討

のほうは、こちらのほうは６月に有識者の検

討会を立ち上げまして、９月に知事宛ての有

識者の報告をいただきました。この関係で、

当初５回、６回予定をしてございましたが、

回数が少なく済みました点の分の補正の減額

でございます。 

 それから、委員さんに視察等もいただいて

おりますが、事務費等が余った関係で減額と

したものでございまして、有識者会議自体は

順調に進行させていただきました。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。

――なければ、これで付託議案に対する質疑

を終了いたします。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

された議案第１号、第３号、第10号、第14号

及び第19号について、一括して採決したいと

思いますが、御異議ありませんか。 

   (｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 御異議なしと認め、一

括して採決いたします。 

 議案第１号外４件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

   (｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 御異議なしと認めま

す。よって、議案第１号外４件は、原案のと

おり可決することに決定をいたしました。 

 次に、その他に入りますが、今定例会にお

いては、３月に後議分の委員会もありますの

で、本日は急を要する案件についてのみ質疑

をお願いいたします。 

 何かございませんか。 

 

○小杉直委員 急を要するということではな

かかもしれぬけれども、何か来年の大型スポ

ーツに関する新しい部をつくるという話が出

ておりますですたいね。ここの委員会所管な

のか、よその教育警察常任委員会なのかわか

りませんし、また、新年度予算で関係してく

るのかもしれませんが、世間にはその話が出

ておりますので、概略どの程度の話なんでし

ょうかね。総務部長でも、企画振興部長で

も、人事課長でも、どなたでも。 

 

○平井人事課長 人事課でございます。 

 条例案を提案させていただいております。

後議分ということでございますけれども、お

おむね見込まれておりますのが、部に昇格い

たしまして、こちらのほうで体制とりますの

が大体30人程度、熊本市のほうと一緒の実行

委員会をつくりましたので、そちらのほうに

なりますと、60人を超える体制になっていく

ということを見込んだ組織でございます。 

 部の下に課を１つ置くという体制を想定し

ておりますので、その部分は今のつくりと余

り変わらないということを想定しておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○小杉直委員 済みません、後議分に入って

くるけん、今は詳しくは後でよございます

が、それは総務常任委員会に議案として上が

ってくるのかな。 

 

○平井人事課長 人事課でございます。 
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 委員会の所管につきましては、委員会条例

ということの対応になりますので、議会のほ

うで最終的には決定いただくことになるかと

思います。 

 

○増永慎一郎委員長 委員会は。 

 

○平井人事課長 条例改正の所管委員会とい

うことですかね。 

 

○増永慎一郎委員長 うん。 

 

○平井人事課長 委員会条例の所管委員会で

はなくて、部の所管委員会……。 

 

○増永慎一郎委員長 誰か、なら、かわっ

て。 

 

○本田総務部政策審議監 今回の部設置の条

例をかける委員会がどこかということでよろ

しいんでございますか。それは総務常任委員

会にかけるようになります。 

 

○小杉直委員 なら、最後にちょっとそれに

関して。 

 新しい部長ができるということなのかどう

か。それはできるでしょうね。 

 もう１つ、７～８年前に男子ハンドボール

世界選手権が熊本でありましたね。あのとき

には、部はつくらずに局だったと思いますけ

れども、そこのところのバランス、兼ね合い

はどうお考えですか。 

 

○平井人事課長 人事課でございます。 

 男子ハンドボールが1997年にあっておりま

すけれども、そのときは、名称としては局で

ございましたが、扱いとしては部並びの局と

いうことで対応しておったというふうになっ

ております。 

 

○小杉直委員 後議のほうで。はい、わかり

ました。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。

――なければ、以上で本日の議題は全て終了

いたしました。  

 最後に、陳情・要望書が１件提出されてお

ります。参考としてお手元に写しを配付して

おります。 

 それでは、これをもちまして第８回総務常

任委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

  午前11時11分閉会 
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